
地域計画の策定・実行までの流れ

プランを確認

地域の実情に応じて、担い⼿を中⼼とする
受け⼿による話合いの場を設ける
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これまでの⼈・農地プランを⼟台に調整

地域計画の策定・実⾏

基本構想を策定している市町村は、市街化区域（他の農⽤地と⼀体として農業上の利⽤が
⾏われる農⽤地は除く）等を除いた区域を対象に地域計画を策定します。

※⼈・農地プランとして取り扱う同種取決めは廃⽌予定


